
 

 
今月は、2018 年 2月 9日付けで財務省（DOF）から公布された輸入者認定手続き（Importer Accreditation）の変

更に係る財務省令（DOF Department Order No. 11-2018）について解説します。DO No.11-2018 は、フィリピンに

おいて、従来輸入者に義務付けられていた内国歳入庁（BIR）からの輸入者許可証（Importer Clearance 

Certificate‐以下 ICC）の取得を不要とする内容となっており、輸入者認定プロセスにおける重要なルール変更とい

えます。 

輸入者認定手続きにおけるこれまでのルールと実務上の問題点 

これまで、関税局（BOC）から輸入者としての認定を受けるためには、2014 年 2月に出されたガイドライン（BIR 

RMO No.10-2014 および CMO No.4-2014）に従い、フィリピンの税務当局である BIR からも輸入者許可証（BIR-

ICC）、また通関業者の場合は通関業者許可証（Brokers Clearance Certificate－以下 BCC）を取得することが求

められていました。それ以前は、輸入者認定手続きは BOCのみで完結していましたが、輸入に関連する不正や

密輸の防止を強化する観点から、輸入者の納税者登録や税務コンプライアンスの状況を BIR が確認するという手

続きが 2014 年 2月に加えられ、輸入者認定を得ようとする者に BIR-ICC の取得が義務付けられたものです。

BIR-ICC を取得するためには、BIR 登録証書、税務申告書、地方自治体からの最新の事業許可証など、さまざま

な書類の提出が求められる一方、BIR 内部における審査プロセスは非常に遅く、申請者が ICC を取得するまでに

半年近くかかるケースも見られました。 

BIR-ICC の取得を不要とする DO No.11-2018 の公表と期待される効果 

今回のDO No.11-2018 では、輸入者認定プロセスを簡素化する目的から、輸入者および通関業者を認定し登録

する権限を再び BOCのみに戻すことが示され、また、今後 BIR-ICC の取得は不要としています。その後、2018

年 2月 26 日に BIR からも声明（Advisory）が出されており、輸入者の認定・登録権限が BOCに戻されること、また

BIR として、2018 年 3 月 1 日以降は BIR-ICC/BCC の新たな申請を受け付けないことが述べられています。今後、

輸入者認定手続きが再びBOCに一元化されることで、申請者の事務負担が軽減されるとともに、従来多くの時間

を要していた輸入者認定プロセスが迅速化されることが期待されます。 

【BIR‐ICC 取得の要否】 
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際に BIR-ICC/BCC の取得を
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令（DOF Department Order 
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なお、DO No.11-2018 では、税務コンプライアンスチェックのために、四半期ごとに輸入者と通関業者のリストを

BOC から BIR に送ることを要求しており、両機関は認定を得た輸入者/通関業者の情報を共有すべきことが示さ

れています。また、BIR が輸入者の税務コンプライアンス違反を発見した場合、BIR は直ちに BOC に通知すること

も規定されています。なお、2018 年 3 月 13 日時点で、BOC から変更後の輸入者認定手続きに係る詳細なガイド

ラインは出ていませんが、近日中にガイドラインが公表されるものとみられます。なお、DO No.11-2018 は公表後、

直ちに有効となっています。 

 

本号の内容は 2018 年 3月 13 日時点で公表されている情報に基づいています。 
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